
■フェニックス・シーガイア・リゾート就業規則  ※パートナーシップ宣誓制度導入部分

大項目 タイトル 内　　　容

家族手当

結婚祝い

香典

弔慰金 社員本人が死亡した際、弔慰金を同性パートナーへ支給することができます。

住居探し・正式赴任時の諸経費

単身赴任手当

単身赴任帰郷旅費

福利厚生 家族割引 関連規定の配偶者と同等の扱いとします。

就業サポート 積み立有給の利用用途拡大 就業継続サポートとして、トランスジェンダーの方が性別適合手術（7日以上）に積立有給を利用できます。

■フェニックス・シーガイア・リゾート行動規範  ※一部抜粋

(基本的人権の尊重）  ③私たちは、多様性を理解し各個人の基本的人権を尊重し、人種、信仰、思想、性別、性的指向、性自認 注１)、年齢、社会的身分、

                              身体的・精神的障がいなどを理由とする差別や不当な扱いを行いません。 

注１）性別により区分された施設においては「身体的な特徴」をもって判断するものとします。

赴任・出張 関連規定の配偶者と同等の扱いとします。

休暇・休職
慶事・弔事の特別休暇 同性パートナーとの結婚時。同性パートナーの死亡時などに特別休暇を取得できます。

介護関連 同性パートナーが要介護状態になった時、介護休業や介護短時間勤務などが利用できます。

支給金
関連規定の配偶者と同等の扱いとします。


